
令和８年度
四街道市部活動地域展開推進協議会

第１回 会議資料

令和８年５月２７日（水）

四街道市教育委員会



（１） 国・県の状況について （別紙１）

【千葉県部活動地域展開エリアコーディネーターより】

（２） 令和８年度モデル事業の実施について （別紙２）

【株式会社オークスベストフィットネスより】

（３） 令和８年度本事業の実施について

（４） その他
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（３） 令和８年度本事業の実施について
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①運営統括団体の公募結果について

＜公募期間＞ ２月４日～３月４日

＜応募者数＞ ２者

＜ 審 査 日 ＞ 令和８年３月１８日（水）

 事業計画書にもとづく

プレゼンテーション審査

（各応募者４０分毎）

＜審査方法＞ 審査委員７名による

順位採点方式

＜審査結果＞ (株)オークスベストフィットネス

3

委員名

事業者名

優れている 5

やや優れている 4

普通である 3

やや劣っている 2

劣る 1

実績11件以上 5

実績８~10件 4

実績５~７件 3

実績２~４件 2

実績１件 1

優れている 10

やや優れている 8

普通である 6

やや劣っている 4

劣る 2

優れている 5

やや優れている 4

普通である 3

やや劣っている 2

劣る 1

優れている 5

やや優れている 4

普通である 3

やや劣っている 2

劣る 1

優れている 10

やや優れている 8

普通である 6

やや劣っている 4

劣る 2

優れている 5

やや優れている 4

普通である 3

やや劣っている 2

劣る 1

優れている 10

やや優れている 8

普通である 6

やや劣っている 4

劣る 2

優れている 5

やや優れている 4

普通である 3

やや劣っている 2

劣る 1

優れている 10

やや優れている 8

普通である 6

やや劣っている 4

劣る 2

優れている 10

やや優れている 8

普通である 6

やや劣っている 4

劣る 2

優れている 10

やや優れている 8

普通である 6

やや劣っている 4

劣る 2

優れている 10

やや優れている 8

普通である 6

やや劣っている 4

劣る 2

合計

※各委員が提案者ごとに評価点を算出し、各委員の評価点の合計点を用いる評価採点方式を用いる。

※審査の結果が配点の６割以上の者を、運営統括団体候補者とする。

※各委員が提案者ごとに評価点を算出し提案者に対する順位点をつけ、全委員の合計を総評価点とする。

（順位点数）第１位…５点、第２位…３点、第３位…１点、その他…０点

※総評価点が同点の場合は、金額が低い者を採用する。金額が同額の場合はくじ引きとする。

（６）

　その他

（最高10点）

①

独自の取り組み・追加の提案
・募集要領に定める条件の他、事業者自らが提案する事業等

について、具体的かつ実現な可能な追加の提案があるか。
10

100

・保護者及び生活困窮世帯に対して考慮した年会費・月会費

の設定となっているか。
10

（５）

　経費

（最高10点）

①

見積金額

・企画提案内容と見積額が妥当なものであり、事業費を抑える

努力が見られるか。

・（最も安価な業者の見積金額/当該事業者の見積金額）

×10　小数点以下第2位を四捨五入

※事業時間（３年間）における総支出額により計算する

10

（４）

　提案力

（最高25点）

①

団体との連携に関する提案
・事業期間（３年間）におけるスケジュールや、四街道市にお

ける実現可能性が示されているか。
5

②

財源確保に関する提案
・事業期間（３年間）における収支予算において、四街道市

における実現可能性が示されているか。

・公的支援（補助金等）、保護者負担金（月会費等）、

寄付金に対する考えが具体的に示されているか。

・公的支援（補助金等）に依存しない自立した運営体制と

なっているか。

10

③

参加者負担金に関する提案

・生徒に応じた指導を行うために、配慮すべき事項（学年差、

男女差、体格差、障がいの有無、性格等）について理解し、

整理されているか。

5

③

指導の質の向上
・指導担当スタッフへの研修など、指導の質を高めるための方

策が示されているか。

・指導スタッフの指導方法等を把握し、改善すべき点があった

場合には指導方法等の改善が図られる仕組みがあるか。

10

④

連絡体制
・生徒や保護者、学校及び教育委員会担当課との連絡体制

が適切に整備されているか。

・特に生徒や保護者との連絡には、十分な配慮がなされている

か。

5

（３）

　指導能力

（最高25点）

①

指導スタッフの確保
・指導スタッフを２名以上確保するための具体的な方策を示さ

れているか。
10

②

生徒の特性に応じた指導

（２）

　業務の実施体制

（最高25点）

①

業務実績 ・これまでに中学生を対象とした運動指導を行った実績がある

か。(部活動地域展開におけるモデル事業等の受託事業・業

務件数)

5

②

業務実施体制及び人員配置
・本業務を遂行する実施体制について、人員配置、指揮体制

等が業務の目的を果たすため効果的な体制となっているか。

・参加者募集・指導員募集等に関して学校現場に負担の少な

い体制となっているか。

10

③

安全管理体制
・緊急時における対応方針が、想定される場合ごとに適切に整

備されているか。
5

（１）

　背景理解

（最高5点）

①

現状及び課題の把握
・近年の学校教育現場を取り巻く状況等を適切に把握してい

るか。

・本市の生徒数や部活動の活動状況の現状及び課題を明確

に捉えているか。

5

四街道市認定地域クラブ運営統括団体等選定評価基準表

項目 主な評価の観点 評価基準　 評価点 配点 小計



② 周知に関するスケジュール
時期 事務局、運営主体の動き 生徒の動き 周知予定　　※方法（Microsoft Teams、マチコミメール）

３月上旬 ①「協議会だより」配付（第３回協議会内容の周知）

・対象　小４～中２の児童生徒とその保護者、教職員

　　※小４には「地域展開ってなあに？」も併せて配付

　　中旬 運営統括団体決定 ②説明動画配信（本事業に向けたスケジュール、活動の具体的な内容）

・対象　中学校教職員

・質問の受付　中学校教職員

　　下旬 ③説明動画の内容についてのオンライン会議

・対象　部活動地域展開推進協議委員（部活動顧問代表）

４月上旬 入学式 ④説明動画配信（運営統括団体、モデル事業、本事業の周知）

・対象　小５～中３の児童生徒とその保護者、教職員

・質問の受付　中学生及びその保護者、教職員

　　中旬 体験入部 ⑤説明動画に関する質問への回答配信　→回答を要する質問は無し

・対象　小５～中３の児童生徒とその保護者、教職員

　　下旬 本入部

５月初旬 学校から事務局へ各部活動人数の報告 モデル事業

　　中旬 地域クラブ拠点数の検討・決定 への参加

　　下旬 運営統括団体による学校説明及び調整

６月初旬 　地域クラブの登録受付開始 ⑥説明動画配信（本事業の活動拠点、参加者募集）

・対象　小５～中３の児童生徒とその保護者、教職員

・質問の受付　中学生及びその保護者、教職員

２９日 ⑦説明会の開催（⑥の内容＋質問への回答）

（月） ・対象　中学生の保護者

・場所　四街道市南部総合福祉センターわろうべの里

７月上旬 ⑧説明動画への質問及び説明会における質問への回答の配信

・対象　小５～中３の児童生徒とその保護者、教職員
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③ 設立する地域クラブ拠点数について

拠点数決定に向けて参考とした資料

・部員数

・拠点までの移動距離

・競技性

・指導員希望数 等

5



③ 設立する地域クラブ拠点数について
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③ 設立する地域クラブ拠点数について
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③ 設立する地域クラブ拠点数について
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③ 設立する地域クラブ拠点数について

拠点型になる種目（学校に設置あり）
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③ 設立する地域クラブ拠点数について
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③ 設立する地域クラブ拠点数について
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③ 設立する地域クラブ拠点数について

拠点について

拠点は人数と移動距離によって事務局で決定。

地域クラブに参加するすべての生徒について、
自分が希望する拠点での活動に参加すること
が可能。拠点は自由に選択できる。
千代田中の軟式野球は四街道北中拠点
→参加者が旭中拠点に登録すれば、そこで活動

 することができる
※学校に設置がある拠点についても、同様
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③ 設立する地域クラブ拠点数について

拠点数の調整

拠点数については、参加人数等によって、年
度に２回程度調整していく予定。

ただし、大会参加の方法（学校か地域クラブ
か）や各大会の規定によって、調整が難しい
場合も想定される。
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2,800円（税込）

月会費

料金

5,000円 (税込)

年会費

⚫ 月会費は、生徒人数やクラブ数の増減によって変更されるものではありません。

⚫ 年会費は、保険料、運営費（大会に係る活動費など）、管理費（クラブ消耗品費など）、通信費等が含まれます。

 ※令和9年以降の3年生及び10月以降に加入される方の年会費は2,500円となります。

⚫ 以下のいずれかに該当する生徒の保護者は、地域クラブ活動への参加を支援するための補助制度をご利用いただ

けます。

 ①生活保護法に規定する要保護認定を受けている生徒

②四街道市就学援助制度の認定を受けている生徒(※一部対象外あり)

参加期間
●1年生11ヶ月 ／ 2年生12ヵ月 / 3年生4～12ヶ月（８月以降も任意継続が可能です）

※初年度は半額2,500円
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④ 地域クラブの参加費について



年会費・月会費の内訳について

約30%

約25%

約35%

約10%

保険料 運営費 管理費 その他

約75%

約5%

約10%

約10%

人件費 運営費 管理費 雑役務費

■保険料 生徒/指導者保険料、賠償保険料など
■運営費 大会に係る活動費、イベント費など
■管理費 ホームぺージ管理費、クラブ消耗品費など
■その他 通信費、備品管理費

■人件費 指導者報酬・交通費など
■運営費 事務局運営費など
■管理費 備品購入費、事務局消耗品費など
■雑役務費 システム管理費、決済手数料など

 年会費

5,000円

月会費

2,800円
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（４） その他
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